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＜研究要旨＞ 

 平成 18 年度からの国の医療制度改革で、「患者の視点に立った、安全・安心で質の高い医療

が受けられる体制の構築」が掲げられ、そのために、「医療情報の提供による適切な医療の選

択の支援」を行っていくことが行動目標として定められた。さらに、改正医療法により、都道

府県による医療情報の集約と公表(医療機能情報提供制度)、自分の住む地域の医療機能や医療

機関の連携の状況を医療計画により明示する(医療計画の明示)、患者・住民に対し、広告でき

る事項を拡大する(広告規制の見直し)等の制度的裏付けもできて、実際的にスタートすること

になった。 

 本研究では、「患者視点に立った医療の実現」という制度改革の趣旨が、これら具体的施策

を通じ、どのように実行されているかについて評価を行うために、制度の実施状況を調査、現

時点での課題や問題について考察を行うことにした。 

医療機能情報提供制度については、平成 19 年度から制度運用が始まり、病院・診療所等は

自機関の医療機能情報を都道府県に報告、都道府県は集約した情報をインターネット等を通じ

て住民にひろく提供することになった。都道府県では、2 年目の 20 年度中に、詳細情報を含

めた医療機能情報を提供開始しなければならないが、すでに 19 年度中にも詳細情報も含めた

全情報を提供開始している自治体もあれば、20 年度末近くになって提供開始したところもあ

り、提供開始日に差が見られた。また、情報へのアクセスビリティは、都道府県のトップペー

ジからわかりやすく案内されているところもあれば、該当の情報がなかなか見つからないとこ

ろがあった。また、診療科目や地域別の検索機能以外に、地図登録やかかりつけ医登録の機能

を付与するなど、付随して提供するサービスにも違いがあった。 

 医療計画については、都道府県ごとに行われる医療機能調査、その調査結果のとりまとめを

受けての医療計画の見直し、新たな医療計画制度の実施というように、医療機能情報提供制度

に平行したスケジュールが予定されていたことから、医療機能情報の提供にあわせて、医療計

画に関する情報がどの程度提供され始めているかを調査した。平成 21 年 1 月の時点で、医療

機能情報ページからリンクされた医療計画に関するページで、医療計画に関する説明があり、

疾病・事業ごとの医療機能を担う医療機関の一覧まで提供されているところは、7都県しかな

かった。その中でも、神奈川県のように、医療計画における医療機関名と医療機能情報をリン

クさせ、住民がわかりやすく検索できるようにしている県もあった。医療計画という用語は、

まだ一般には馴染みがないことばであり、医療計画制度そのものの説明もあわせ、住民へもっ

と周知・広報していく必要があると思われた。 
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 広告規制の見直しについては、これまでの医療法における広告規制の緩和措置の流れを受け、

広告可能な事項を個別に規定する方式から包括的に規定する方式に変更、事前規制から事後規

制の考え方に改めるとともに、対象となる医療機関向けに詳細な医療広告ガイドラインを作

成・発表した。そこでは、インターネットは広報とみなし広告として扱わないとの原則は残し

つつも、一部ケースにおいては広告に該当する場合もあることが明示されていた。そのガイド

ラインの実効性を評価するため、大手検索エンジンで「審美歯科」や「アンチエイジング」等

のキーワードで検索してみたところ、検索結果ページの広告に該当する場所に広告として不適

切扱いとなる用語が表示されるなど、違反が疑われる事例が発見された。医療機関がホームペ

ージ等を通じて、患者・住民が求める情報を、きめこまかく提供していくことは「医療の選択

の支援」に役立つが、広告として不適切な情報が放置される状態は、利用者の安全確保の観点

から望ましくなく、早急な対策が必要であると思われた。 

また、インターネットに関しては、東京都が「広報のガイドライン」を作成したり、民間

NPO レベルでガイドラインを自主的に運用するなどの取り組みもなされているが、ガイドライ

ンの普及度やその実効性について課題があることがわかり、改めて議論を重ねていく必要があ

ると思われた。 

 

国の医療制度改革の方針を受けての「医療情報の提供による適切な医療の選択の支援」とい

う行動目標は、制度的バックアップを得て当初の趣旨どおりに展開実施されるとするなら、患

者・国民に少なからずメリットをもたらすものと思われるが、実際の制度運用は自治体にまか

されているようであり、考え方や取り組み姿勢の差が、医療機能情報の提供ページのつくりや

運用体制の差になってあらわれているようにうかがえた。 

患者主体の医療の実現をめざしてつくられたこれらの制度の運用を行政任せにせず、患者・

住民が自らに関係する事柄として見守り、評価し、生じた課題や問題に一緒に対処していくと

いう姿勢が今後必要になってくると思われる。 
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A. 研究目的 

 

平成 18 年度からの国の医療制度改革において、「患者の視点に立った、安心・安全で質の高

い医療が受けられる体制の構築」が目指され、「医療情報の提供による適切な医療の選択の支

援」を行っていくことを目標に、次のような三つの具体的方法が掲げられた(図 1参照)。 

 

(1)都道府県による医療機能情報の集約と公表(医療機能情報提供制度) 

(2)住民・患者に対し、自分の住む地域の医療機能や医療機関の連携の状況を医療計画によ

り明示する(医療計画の明示) 

(3)医療機関が広告できる事項を拡大する (広告規制の見直し) 

 

(1)は、いわゆる医療機能情報提供制度として平成 19 年度より制度運用が開始されたもので

あるが、その目的は、病院、診療所及び助産所に対し、当該医療機関の有する医療機能に関す

る情報について都道府県への報告を義務付け、都道府県は報告を受けた情報を集約化するとと

もに、住民・患者に対しインターネット等で分かりやすい形で提供することにより、住民・患

者による医療機関の適切な選択を支援することとされた(図 2参照)。  

開始時点で報告する医療機能情報の項目数は、当初、病院で 56 項目、診療所で 49 項目、歯

科診療所で 31 項目、助産所で 26 項目であったが、平成 21 年 1 月 1 日から産科医療補償制度

が始まったことにより、同制度への加入の有無の 1項目が増えている(表 1、表 2参照)。今後、

医療機関が報告する医療機能情報については、必要に応じ、医療情報の提供のあり方等に関す

る検討会における審議を経た上で、段階的に項目を見直すものとされている。本制度のスケジ

ュールは、平成 19 年度に、全国規模の医療機能調査を開始、調査結果をとりまとめての医療

機能情報の公表を行い(平成 19 年度は最低限の基本情報でも可)、平成 20 年度は、都道府県よ

り全項目の医療機能情報の公表、医療計画の見直し、新たな医療計画制度の実施を行うことと

なっている。これにより、(1)と(2)の相互の関連性がわかるが、医療計画制度自体は従来から

あり、自治体ごとに複数年を期間とした計画策定・運用が行われてきたものである。医療機能

情報提供制度ほど細かな規定はないが、4 疾病・5 事業を中心とした医療計画の見直しに関連

して、当該分野に関する取り組み状況を医療計画の中で定め、平成 20 年度中に住民への情報

提供を行っていくことが求められている。 

 (3)は、上述の医療の選択を支援する観点から医療機関が広告できる事項を拡大、医療法にお

ける広告規制の見直しをはかろうとしたもので、従来、病床数や病室数など広告可能な事項を

個別に細かく列挙していたのに対し、一定の性質をもった項目群ごとに包括的に規定する方式

に改めることにより、広告規制の大幅な緩和を行うとともに、広告可能な事項以外の内容を広

告した場合の対応については、従来、直接罰を適用していたのを、違反には広告の中止命令・

是正命令をもって望み、命令違反には間接罰を適用していく方式に改めることになった(図 3

参照)。実際的には、指導監督義務を持つ都道府県は、違反に対して行政指導で対応、不適切

な広告による不当な誘因から利用者を保護していく責務を負う。広告の内容に関しては、改正

医療法第 6 条の 5 及び第 6 条の 7 で、広告可能な事項を 13 項目に規定、うち 5 項目について

は厚生労働大臣が定める。虚偽の内容の広告に対する直接罰の適用はそのまま残す一方、「広
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告の内容及び方法は、医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める

ものに適合するものでなければならない」として、以下に類する広告が禁じられることになっ

た。 

①他の病院、診療所又は助産所と比較して優良である旨を広告してはならない   

 こと。（比較広告） 

②誇大な広告を行ってはならないこと。(誇大広告) 

③客観的事実であることを証明できない内容の広告を行ってはならないこと。 

④公序良俗に反する内容の広告を行ってはならないこと。 

医療法改正に伴う医療法施行令により、平成 19 年 4 月 1 日からこれらの規制措置が講じら

れている。 

 厚生労働省は、法令の実効性を高めるため、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療

所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等にする指針」(略して、「医療広告

ガイドライン」) を「医療情報の提供のあり方に関する検討会」の中で審議・検討、パブリッ

クコメントの募集後、最終内容を決定発表、医療法施行規則改正、大臣告示の決定を受けて平

成 19 年 4月より本ガイドラインの運用を開始している。また、同年 9月 19 日には、本ガイド

ラインのＱ＆Ａ（事例集）を、厚生労働省のホームページにアップ、都道府県においても医療

機関や市民からの質問や問い合わせに応える体制を整えることが求められている。 

 

 本研究の目的は、国の医療制度改革において、患者視点の医療の実現が目標に掲げられ、そ

の具体策として、医療機能情報提供制度の創設、医療計画制度の見直し、広告規制の見直し等

が行われることに関し、これらの制度・施策の実際の実施状況を調査評価することにより、提

供される情報の内容や情報の提供方法に関し、住民・患者の立場からみて、改善すべき点や課

題がないかについて考察を行うものである。 

また、(3)の「広告規制の見直し」については、厚生労働省が作成した「医療広告ガイドラ

イン」において、インターネット媒体を通じた情報提供で従来、原則「広報」として扱われて

きたのが、一部ケースにおいて「広告」とみなされ、注意しなければならない場合があること

が例示されたが、実際にそのような事例があるのかどうか調べてみることにした。さらに、医

療機関のホームページ等で、「広報」目的で情報提供を行う際の情報の正確性や質を確保して

いくための自治体のガイドラインや民間の自主的ガイドラインについて、実際にどこまで機能

しているのか、実態状況を調査することにした。 

これらの調査と分析を通じて、「医療情報の提供による適切な医療の選択の支援」の実際面

での課題や今後のあり方について考察を行った。 
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B. 研究方法 

 

(1)の「都道府県による医療機能情報の集約と公表」(医療機能情報提供制度)については、

平成 20 年 4 月 1 日から 5 日までの間に、全国自治体 MAP 検索のページを利用して、各都道府

県のサイトにインターネットでアクセス、トップページから該当する病院・診療所等の医療機

能情報の有無を調べた。従来より提供中の医療情報検索サービスや救急医療情報システム等へ

のリンク案内をたどって確認することができたが、すぐに見つからない場合は、「医療機能情

報」をキーワードにサイト内検索を行い、該当情報の有無を調べた。 

次に、該当情報がある場合は、基本情報と詳細情報の二つの区分で、提供される情報の範囲 

を調べた。また、目的とする情報を任意に探し出す検索機能を有するかどうかを判定した。検

索機能を持たないただの一覧で提供されている場合は、そのファイル形式を確認した。さらに、

情報の提供に加えて、自宅等の地点を地図に登録したり、かかりつけの医療機関を登録したり

するオプション機能の有無や印象に残った点を書きとめた。また、医療機能情報の提供が確認

できない自治体や、情報の提供方法で工夫や先進性があると思われる自治体を選び、担当部署

に電話をして簡単な聞き取りを行った。 
 

(2)の「住民・患者に対し、自分の住む地域の医療機能や医療機関の連携の状況を医療計画

により明示する」(医療計画制度の明示)については、医療機能情報提供制度に関連して、平成

20年度中に、都道府県における全項目の医療機能情報の公表にあわせ、医療計画の見直し手

続き、新たな医療計画制度の実施を行うこととされていることから、都道府県の医療機能情報

の提供ページにおいて、各地域の医療計画に関する情報が関連情報としてどのように提供され

始めているかを調査した。 
 

 (3)の「医療機関が広告できる事項を拡大」(広告規制の見直し)については、前述の「医療広

告ガイドライン」で、新たな広告規制の趣旨、広告規制の対象範囲、その対象者、インターネ

ット上のホームページの扱い方等が細かく規定されることとなった。その中で「インターネッ

ト上の病院等のホームページは、当該病院等の情報を得ようとの目的を有する者が、ＵＲＬを

入力したり、検索サイトで検索した上で、閲覧するものであり、従来より情報提供や広報とし

て扱ってきており、引き続き、原則として広告とは見なさないこととする。」としながらも、

「インターネット上のバナー広告、あるいは検索サイト上で、例えば「癌治療」を検索文字と

して検索した際に、スポンサーとして表示されるものや検索サイトの運営会社に対して費用を

支払うことによって意図的に検索結果として上位に表示される状態にした場合などでは、バナ

ーに表示される内容や検索結果として画面上に表示される内容等については、実質的に本指針

第２の１に掲げた①～③のいずれの要件も満たす場合には、広告として取り扱うこと。」と記

されている。 
本ガイドラインの中で、医療機関が広告する診療科名に関し、医療機関が標榜する診療科名

として広告できる範囲や表示形式を示すとともに、法令上根拠のない名称や、診療内容が明瞭

でないものや、医学的知見・社会通念に照らし、不適切な組み合わせであるとみなされる名称

については、患者等に対して適切な受診機会を喪失させることに繋がり、不適切な医療を提供
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するおそれがあるとして、医療機関が不適切な診療科名を広告することを禁じることを明記し

ている。今回の調査では、ここで具体例として示された名称例の中から「審美歯科」という語

を選び、インターネットで検索を行ってみることにした。国内で一般によく使われるYahoo!

の検索エンジンを使い、「審美歯科」をキーワードにして検索、その結果画面に現れるページ

で、当初から広告として区別されたスペース(ページの上部またはサイド部)に表示された文章

の内容をチェックした。 

また、本ガイドラインの中で、暗示的又は間接的な表現でありながら、認められた診療科名

でなく、公的医療保険の対象や薬事法上の承認を得た医薬品等による診療の内容ではなく、適

正な広告として認められない例として、「アンチエイジングクリニック又は（単に）アンチエ

イジング」をあげていることから、同様の検索テストを行い、表示される文章をチェックした。 

次に、医療機関に関する情報提供については、その提供目的や提供媒体により、広告、院内

掲示、広報とわかりやすく区分、提供される情報の信頼性を確保した上で、情報提供を促進し

ていくとの趣旨に基づき、東京都が主にインターネットを念頭においた「広報のガイドライン」

を独自に作成している。また、民間の特定非営利活動法人日本インターネット医療協議会

(JIMA)が、インターネット上で医療・健康に関連する情報やサービスを提供する際、留意す

べき点をまとめた自主的ガイドライン(「eヘルス倫理コード」)を策定・運用している。こう

したガイドラインの普及状況や有効性を評価するため、この二つのガイドラインをとりあげ、

各々、運用主体、適用対象、適用範囲、基準適合性を評価する仕組み、認定状況等を調査・対

比した。 
 

 
C. 研究結果 

 

1. 都道府県における医療機能情報の提供状況の調査結果 

 

平成 20 年 4 月 1 日から 5 日の間に、全国都道府県のサイトにアクセスして、医療機能情報

の提供開始状況を調査した。基本情報・詳細情報の提供の有無、検索機能の有無、サービスの

開始状況や提供されている機能について気づいた点を記した。その一部を以下に記すとともに、

詳細を表 3に示す。 

 

(1) 基本情報、詳細情報の提供状況 

 

調べた 47 都道府県中、検索可能なかたちで規定の医療機能情報を提供しているのは、36 都

府県(全体の 76.6%)であった。そのうち、基本情報のみ提供しているのは新潟県、広島県、山

口県、徳島県、愛媛県、沖縄県の 6県(同 12.8％)であった。詳細情報まで提供しているのは、

岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、東京都、神奈川県、富

山県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、

奈良県、和歌山県、鳥取県、岡山県、香川県、高知県、福岡県、佐賀県、宮崎県の 30 都府県(同

63.8％)であった。また、利用者が容易に検索可能なかたちで提供できていないところが 4 道
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県(同 8.5%)あり、うち北海道、群馬県、大分県は、ただの一覧をエクセルファイルで、また

石川県は PDF ファイルで提供していた。 

いっぽう、医療機能情報に該当する情報をインターネットで提供できていなかったところは、 

青森県、千葉県、岐阜県、島根県、長崎県、熊本県、鹿児島県の 7県(同 14.9%)であった。う

ち、島根県と熊本県は、作成中のホームページをそのまま公開していた。 

 上の７県について、まだ提供開始できていない理由や今後の予定を聞くため、4 月 16 日ま

での間に、各県庁の担当部署に電話でヒアリングを行ったところ、青森県は「ネットには間に

合わなかったので、県庁・保健所で基本情報の紙媒体を用意。20 年度中に基本情報・詳細情

報ともネットで提供開始予定。」との回答であった。千葉県は「現在、ちば救急ネットで基本

情報の一部を提供中。19 年度は、文書閲覧でいいと理解している。今後システムを調達する

ため、20 年度中に基本情報、詳細情報をネットで提供開始する。」との回答であった。岐阜県

は「19 年度は基本情報はネットまたは書類でもいいと解釈して、書類で対応中。20 年度中に

基本情報、詳細情報も提供する。」との回答であった。長崎県は「20 年度中に正式に提供開始

を予定している。」との回答であった。鹿児島県は「基本情報、詳細情報とも 2009 年 3 月 31

日までに提供予定。」との回答であった。島根県と熊本県は、担当者が不在でヒアリングがで

きなかった。 

 

(2) サービスの開始状況及び提供機能 

 

 医療機能情報の提供が開始されている都道府県については、該当するページを閲覧し、サ

ービスの開始状況や提供されている機能を可能な範囲で確認し、印象を記した。その一部を以

下に記すとともに、詳細を表 3に示す。 

 

 福島県は、2008.3.30 より「福島県総合医療情報システム」のページを提供開始。地図に自

宅登録、かかりつけ医・薬局登録ができるようになっていた。英語での情報提供サービス、携

帯電話サービスも提供されていた。サイトポリシーが明示され、各医療機関 HP へのリンクが

設定されていたが、外部移動のメッセージはなかった。 

栃木県は、2008.2.29 に従来の救急医療情報システムを「とちぎ医療情報ネット」としてリ

ニューアル。検索時に起点となる場所（自宅や会社など）を登録できる所在地登録の機能があ

った。各医療機関 HP へのリンクが設定されていたが、外部移動のメッセージはなかった。「こ

のサイトについて」のページで運営趣旨を説明していた。 

東京都は、2008.4.1 に、従来からの東京都医療機関案内サービス「ひまわり」のページを

リニューアル。疾患・治療内容に加え、東京都独自に調査した脳卒中関連の情報を、「急性期」

「維持期」「回復期」の各段階で対応可能な医療機関が検索できるようになっていた。 

神奈川県は、2008.3.28より「かながわ医療情報検索サービス」をスタート。基本情報、詳

細情報の検索、地図検索ができるほか、指定の医療機関のデータを比較できる「みくらべ」機

能を提供していた。しかし、県のトップページからリンク案内がなく、見つけ出すのが容易で

はなかった。 
長野県は、2008.3.31 に「ながの医療情報ネット」をリニューアル。自宅の地図登録の機能、
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医療機関登録が可能な「マイセレクト」機能があった。基本情報と詳細情報の区別がわかりや

すく、最終更新日も表示されていた。医療機関自身から随時の情報更新もできるようになって

いた。 

愛知県は、2008.3.24 より「愛知県医療機能情報公表システム」として運用開始。地域から

の検索と医療機能からの検索ができるほか、かかりつけ医・薬局の登録機能があった。「この

システムで提供する医療機関の情報の権利は、愛知県に帰属し、営利目的の利用を禁じます。」

との著作権表示があった。個別医療機関 HP へのリンクはなかった。 

三重県は、従来からの三重県広域災害・救急医療情報システムを「医療ネットみえ」として

リニューアル。検索時に中心となる場所(自宅など)や地区を登録できる自宅登録・地区登録機

能のほか、「お気に入りのお医者さん」を登録できる「マイセレクト」機能があった。対応で

きる外国語、外来患者用の設備等による絞込みのオプション検索もあった。各医療機関 HP へ

のリンクが設定されていて、クリックすると「ここから先は各医療機関が独自に作成したホー

ムページです。」との表示が出るようになっていた。利用上の注意、セキュリティポリシーを

記載したページもあった。県のホームページのトップの位置のよく目につくアイコンからわか

りやすく案内されていた。(図 4参照) 

京都府は、「京都府救急医療情報システム」を「京都健康医療よろずネット」としてリニュ

ーアル。自宅登録、かかりつけ医登録の機能があった。各医療機関 HP へのリンクがあったが、

外部への移動の案内はなかった。 

和歌山県は、「和歌山県広域災害・救急医療情報システム」を「わかやま医療情報ネット」

としてリニューアル。自宅等の地図中心登録、市町村の地域登録、医療機関を登録できる「My

検索」の機能があり、英語検索も可能であった。各医療機関 HP へのリンクはあったが、外部

移動の案内はなかった。 

香川県は、「香川県広域災害・救急医療情報システム」を「医療ネット讃岐」としてリニュ

ーアル。自宅等の地図中心登録、地区登録、かかりつけ医の登録機能があった。各医療機関

HP へのリンクがあり、クリックすると「ここからは、各医療機関が独自に作成した情報です。

香川県が管理するものではありません」との表示が出るようになっていた。 

宮崎県は、2008.4.1 より、宮崎県総合医療情報システムとして「みやざき医療ナビ」の運

用を開始。地図の指定の地点からの指定の距離(1km または 5km)の範囲内で検索できるように

なっていた。各医療機関 HP へのリンクがあったが、外部への移動の案内はなかった。制度に

関連する県の医療計画の説明ページへの案内リンクがあるだけでなく、本システムを案内する

ポスターや携帯用案内カードの図柄も用意されていて、県民への周知に努める姿勢がうかがえ

た。 

 

(3)都道府県における医療機能情報の提供状況の追加調査 

 

平成 20 年 4 月の時点で医療機能情報の提供が開始できていなかった 7県について、平成 20

年 10 月 16 日に追加調査を行った。島根県、岐阜県、熊本県は提供を開始していたが、青森県、

千葉県、長崎県、鹿児島県の 4 県はまだ提供開始ができていなかった。この 4 県は、その後、

平成 21 年 1 月 20 日時点でも開始できていなかった。また、平成 20 年 4 月時点で、北海道、
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群馬県、大分県は医療機能情報の一覧をエクセルファイルのまま、石川県は PDF ファイルのま

ま提供していたが、平成 21 年 1 月 20 日時点でも変わらなかった。これら追加調査の結果を加

えたものを表 4に示す。 

 

2. 都道府県における医療計画に関する情報の提供状況の調査結果 

 

平成21年1月20日の時点で、各都道府県の医療機能情報の提供ページにおいて、住民・患者

に対し、各地域の医療計画に関する情報が関連情報としてどのように提供され始めているかを

調査した。医療計画については、医療機能情報提供制度が始まる前から各自治体ごとの制度運

用が行われていて、別途医療計画に関する広報用のページが設けられているケースもあるため、

今回の調査では、医療機能情報のページから医療計画のページへのリンクの有無、また、関連

情報として、疾病・事業ごとの医療機能を担う医療機関に関する情報提供の有無、当該医療機

関名から当該医療機関の医療機能情報へのリンクの有無を調査した。その結果を表5に示す。 
  
調べた47都道府県中、医療機能情報のページから医療計画のページへのリンクがあったの

は、埼玉、東京、神奈川、新潟、静岡、広島、熊本、宮崎の8都県(全体の17.0%)であった。 
また、疾病・事業ごとの医療機能を担う医療機関に関する情報提供を行っているのは、埼玉、

東京、神奈川、新潟、広島、熊本、宮崎の7都県(全体の14.9%)であった。さらに、記載の医療

機関名から当該医療機関の医療機能情報へのリンクがあったのは、埼玉、神奈川の2県(全体の

4.3%)であった。 
 
 詳しく見ると、埼玉県は、医療機能情報の提供ページから、「医療計画(医療機能情報)につ

いて」というページへのリンクがあり、そこでは、医療法第30条の4の規定に基づき、医療計

画に関する情報が提供されていること、また、その内容は、医療法第6条の3の規定に基づき、

各医療機関から報告のあった医療機能情報を基に各疾病に関係する医療機能ごとの診療実施

施設を明示したものであることが記されていた。医療計画の情報はPDFファイルで提供され、

名簿中の医療機関名からは、当該医療機関の医療機能情報にリンクされていた。脳卒中医療、

急性心筋梗塞医療、がん医療、糖尿病医療(いずれも平成20年12月26日現在の情報)の各疾病ご

との医療機能を担う病院・診療所の一覧を見ることができた。 
 東京都は、医療機能情報の提供ページから、「東京都保健医療計画」のページへのリンクが

あり、そこでは、東京の保健医療に関する総合的・基本的な計画として「東京都保健医療計画」

を定めていること、医療構造改革に伴う医療法の改正や、近年の保健医療をめぐる社会情勢の

変化などを踏まえ、平成20年３月に計画の改定を行ったこと、疾病・事業ごとに医療機能を

担う医療機関を明示するため、医療機関の名称を一覧にして掲載していること、連携体制の構

築に応じて順次更新していくことが記されていた。 
平成21年1月20日現在、がん(がん診療連携拠点病院、東京都認定がん診療病院)、脳卒中(脳

卒中対応医療機関)、急性心筋梗塞(ＣＣＵネットワーク加盟医療施設)、救急医療(救命救急セ

ンター、二次救急医療機関、休日夜間急患センター）、災害医療(東京都災害拠点病院、東京Ｄ

ＭＡＴ指定病院)、へき地医療(へき地医療機関）、周産期医療(周産期母子医療センター)、小児
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医療(休日・全夜間診療事業（小児科）参画医療機関)の各疾病・事業ごとの医療機能を担う医

療機関の名称の一覧が、エクセルまたはPDFファイルで提供されていた。脳卒中対応医療機

関については、2008年6月から毎月情報を更新しているとのことであった。医療計画ページの

担当は、医療政策部医療政策課計画係であることが明記されていた。医療機関名から、医療機

能情報へのリンクはなかった。 
神奈川県は、医療機能情報の提供ページから、「保健医療計画とは」という説明ページへの

リンクがあり、そこで、保健医療施策の総合的な基本指針である「神奈川県保健医療計画」を

策定、県民の生涯を通じた健康の確保や安心した暮らしの重要な基盤となる保健医療提供体制

の整備に努め、第５次計画を策定したことが説明されていた。さらに、医療計画では、県民・

患者の視点を尊重した質の高い医療の提供に向け、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病とい

った生活習慣病に着目、疾病予防から急性期・慢性期の治療、リハビリ、在宅医療まで切れ目

のない医療を受けられるよう、医療連携体制を構築することを重点施策に掲げているとの説明

があった。そして、「神奈川県保健医療計画医療機関情報」のページへのリンクがあり、疾病

ごとの連携体制と急性期などを担う医療機関が検索できるようになっていた。当該医療機関名

から、医療機能情報へのリンクが設けられていた(図5～図11参照)。また、医療機能情報のペ

ージでは、「保健医療計画掲載施設からさがす」の検索ボタンがあり、医療機能と医療計画の

情報が相互にリンクされていることがわかった。 
新潟県は、医療機能情報の提供ページのリンク先の「新潟県医療お役立ち情報」から、第４

次新潟県地域保健医療計画のページが案内されていた。４疾病・５事業ごとの医療機関名一覧

のＰＤＦがダウンロードできたが、文字が小さく、見づらかった。 
静岡県は、医療機能情報の提供ページから、静岡県保健医療計画のページへのリンクはあっ

たが、疾病・事業ごとの医療機能を担う医療機関の一覧は見あたらなかった。 
広島県では、医療機能情報の提供ページから、広島県保健医療計画のページへのリンクがあ

り、疾病・事業ごとの医療機能を担う医療機関の一覧がPDFでダウンロードできたが、脳卒

中、乳がんのみであった。 
熊本県は、医療機能情報の提供ページから、「脳卒中に関する医療機能情報」のページへの

リンクがあり、そこで、第5次熊本県保健医療計画で、脳卒中や急性心筋梗塞等の疾病ごとの

医療連携の構築を目指し、疾病の状況に応じて対応ができる医療機関名を随時公表する、と記

されていた。現時点では、脳卒中に関する急性期・回復期の対応医療機関名のみの提供で、医

療機関名から当該医療機能情報へのリンクはなかった。 
宮崎県は、医療機能情報の提供ページの「宮崎県医療計画」のボタンから、「宮崎県医療計

画の策定について」のページにリンクがあり、そこで、「県民の医療に対する安心･信頼の確保

を目指し、ますます多様化する県民の医療に対する需要に的確に対応するため、新たに宮崎県

医療計画を策定した」と記してあった。「4疾病･5事業にかかる医療提供体制の構築」のとこ

ろで、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病の各疾病の医療機能を担う医療機関の名称の一覧

がPDFファイルで提供されていたが、医療機関名から当医療機能情報へのリンクはなかった。 
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3. インターネット上における医療広告の実態調査結果 

 

平成 20 年 11 月 20 日に、インターネットの Yahoo! Japan の検索ページにおいて、検索条件

のキーワードとして「審美歯科」を指定して検索したところ、検索結果ページの中でスポンサ

ーサイトとして区別表示されている場所において、「審美歯科」の語を含む表現がいくつか確

認された。リンクをクリックすると、当該医療機関のホームページに移動する仕組みになって

いた。 

10件ごとの検索結果ページで表示された画面を、Webページ・キャプチャソフトWebScan(ver 

1.75)を使って画像保存したものを図 12～図 21＜略＞に示す。特定の医療機関名や地名を××

で伏せて挙げると、以下のような内容であった。 

 

○審美歯科の××××歯科 

オールセラミッククラウンによる美容・審美治療を行っています 

○デンタルエステ ××××××× 

最新の審美歯科治療で健康的な輝く白い歯をあなたに！ 

○審美歯科削らないで白い歯並びを 

カウンセリング相談無料！短期間の訪問で終了。女性 Dr が対応で安心。 

○審美歯科は無料相談の×××歯科 

低料金、短期間での審美歯科は×××歯科 

○審美歯科は××美容外科歯科 

美容歯科の歯科矯正。美容外科、口腔外科の外科矯正。××式×××法 

○審美歯科なら『×××クリニック』 

信頼と実績の審美歯科。今なら無料メール相談実施中！ 

○渋谷と横浜 審美歯科専門 

渋谷 1分 横浜 3分 審美歯科専門 ×××××××× 

○審美歯科で口元に健康と美を 

見た目もかみ合わせも健康的に＜××歯科クリニック＞××駅徒歩 1分 

 

厚生労働省の医療広告ガイドラインの 14 頁において、「審美歯科」という表現は、不適切な

診療科名として例示されている。一般にインターネット上の医療機関のホームページは、情報

提供や広報とみなして広告として扱わないものとされているが、検索サイトで検索結果のペー

ジでスポンサースペースとして区別されている場所に表示されたものであり明らかに広告の

意図を有するものと思われた。これらにより、医療広告の 3 要件、すなわち誘因性、特定性、

認知性の要件を満たしていると思われることから、医療法第 6条の 5の規定に照らして、医療

広告として不適切な表現にあたるのではないかと疑われた。 

 

同様に、平成 20 年 11 月 20 日に、インターネットの検索サイトである Yahoo! Japan の検索

ページにおいて、検索条件のキーワードとして「アンチエイジング」を指定して検索したとこ

ろ、検索結果ページの中で、スポンサーサイトとして区別表示されている場所において、「ア
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ンチエイジング」の語を含む表現がいくつか確認された。リンクをクリックすると、当該医療

機関のホームページに移動する仕組みになっていた。 

 

10件ごとの検索結果ページで表示される画面を、Webページ・キャプチャソフトWebScan(ver 

1.75)を使って画像保存したものを図 22～図 23＜略＞に示す。特定の医療機関名や地名を××

で伏せて挙げると、以下のような内容であった。 

 

○×××美容外科アンチエイジング 

アンチエイジング５０％以上 OFF キャンペーン中！ 

○若返り治療／×××美容外科 

アンチエイジングで若さを取り戻す。シワ・シミ等のご相談はお気軽に！ 

○アンチエイジングなら××× 

×××美容外科の最新アンチエイジング。老化をくい止め若返る 

○アンチエイジングは××医院 

一人一人に合った治療を×××で。気軽な治療から、本格的な診療まで。 

○アンチエイジングは××美容 

しわ・たるみをなくし若返り。××美容形成外科のアンチエイジング 

 

厚生労働省の医療広告ガイドラインの 4 頁において、「アンチエイジング」という表現は、

暗示的又は間接的な表現でありながら、認められた診療科名でなく、公的医療保険の対象や薬

事法上の承認を得た医薬品等による診療の内容ではなく、適正な広告として認められない例と

してあげられている。一般にインターネット上の医療機関のホームページは、情報提供や広報

とみなして広告として扱わないものとされているが、検索サイトで検索結果のページでスポン

サースペースとして区別されている場所に表示されたものであり明らかに広告の意図を有す

るものと思われた。これらにより、医療広告の 3要件、すなわち誘因性、特定性、認知性の要

件を満たしていると思われることから、医療法第 6条の 5の規定に照らして、医療広告として

不適切な表現にあたるのではないかと疑われた。 

 

4. インターネット上の医療情報の自主的ガイドラインについて 

 

(1) 東京都の「医療機関による医療情報の『広報』に関するガイドライン」 

 

 東京都は平成15年5月に、都民、学識経験者及び医療関係団体の代表者からなる「医療情報

提供推進検討会」を設置、医療機関による医療情報の提供を促進するための方策とその際のル

ールづくりについて議論を重ね、平成16年3月に検討結果をとりまとめた最終報告書を発表し

ている。本報告書では、医療機関から都民(患者）へ提供される情報提供を、その内容と性質

に応じて、(1)広告、(2)院内掲示義務、(3) 院内で配布されるパンフレットや年報等の印刷物、

医療機関のホームページ及び医療法等で義務づけられている事項以外の院内掲示等の「その他

の情報提供」の三つに区分している(図24参照)。本ガイドラインが適用される情報提供の範囲
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は、このうち、(3)に該当するものとして、これを「広報」と定義、対象となる医療情報は「医

療機関に関する情報」と規定した上で(図25参照)、本報告書に綴じ込むようなかたちで、「医

療機関による医療情報の『広報』に関するガイドライン」を紹介している。本ガイドラインの

運用の基本的な考え方として、「ガイドラインは、行政による規制や指導の根拠としてではな

く、医療機関や医師会、歯科医師会等の関係団体によって、自主的なルールとして位置づけら

れ、運用されることが望ましい。」としている。本報告書は平成21年1月26日現在、都のホー

ムページにアップされていて、その後の改訂や更新に関する案内はないことにより、都内の医

療機関が提供する医療情報を評価する基準になると判断、また法的強制力はないとしても、対

象となる都内の医療機関に対しては、本ガイドラインは有効性を持つものとみなした。 
  

 前項の調査で、不適切性が疑われた「審美歯科」、「アンチエイジング」等の表現に関連する

記載について東京都のガイドラインを調べたところ、「（基本的な遵守事項）第4の最初に「医

療機関は、広報を行う場合、都民に誤解を与えるような表現を用いないよう努めるものとす

る。」とあり、また、「（虚偽・誇大な表現等の禁止）第５に、 医療機関は、患者保護の観

点から次に掲げる広報は行わないものとする。 
(1) 虚偽又は誇大な表現を用いた広報 
(2) 誤認を与えるような表現を用いた広報 
(3) 他の医療機関と比較して優良である旨の広報」 

と記されていた。 
よって、「審美歯科」、「アンチエイジング」等の表現は、東京都が定義するところの「広報」

のガイドラインに照らしてみても、「誤解」「誤認」を与えるような表現ではないかと思われ

た。 
 
また、本ガイドラインでは、第3章（医療機関を選択する際の参考となる医療情報）で、 

 

第13 医療機関は、都民が医療機関を選択する際の判断材料としての医療情報の重要性にか

んがみ、第4から第12の規定を遵守するとともに、別表を参考とし、標榜している診療科等

当該医療機関の特性に応じた積極的な広報を行うよう努めるものとする。 

２ 別表に掲げる医療情報を広報する場合、留意事項について定めのあるものについては、 

その規定に基づき広報を行うものとする。 

 

と記しているが、別表の中で、診療科名については、 

・原則として医療法で認められている診療科名とする。 

・社会通念上定着している診療科を広報する場合は、本来の診療科を併記すること。  

と規定している。 

よって、これらの点においても、その不適切性が疑われるものであった。 
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(2) 民間NPO日本インターネット医療協議会のガイドライン 

 
 現在、日本国内でインターネット上の医療情報について、民間NPOが運用している自主的

基準のひとつに、特定非営利活動法人日本インターネット医療協議会(JIMA)が運用する「eヘ

ルス倫理コード」がある。同協議会によると、「eヘルス倫理コードは、医療・保健･福祉等の

ヘルスケア分野において、インターネット等の情報通信技術を使って提供される情報やサービ

スの質と信頼性を高めていくため、サイトの運営主体者が配慮すべき注意点をまとめたもの」

とあり、「医療の提供者と利用者の双方の立場に立ち、提供者側には、情報やサービスを提供

していく指針を、また利用者には、質の高いサイトを見分ける基準を提供する。」としている。

同協議会では、本倫理コードにもとづいて、サイトを第三者的に審査・評価し、基準への準拠

が認められたサイトには、認定マークとしてトラストマークを付与する事業を行っている。 

 また、トラストマークが掲示されたサイトに関し、意見や苦情があれば、直接、サイト運営

者に意見を提示する以外に、JIMA POSTを通じ、同協議会に意見、苦情を提示することができ

る仕組みになっている。海外での同様の取り組みを参考に、医療情報等のコンテンツだけでな

く、医療・健康に関連したコミュニケーション、ケア、サービス、コマース等を提供していく

際の注意点やプライバシー保護やセキュリティ対策にもふれている。(参照URL 

http://www.jima.or.jp/ehealth_code/shiryo1.html) 

 インターネット上で医療機関等が患者等利用者に情報・サービスを提供するにあたり、ま 
ずは、サイトの運営主体者に関する情報や、スポンサーシップに関する情報の開示を求める 
「基本情報の開示」を行い、次に、「病気や治療に関する一般的情報や、医療機関等から広告・ 

広報を目的として提供される医療の機能や業務に関する」情報を提供する際、「これらコンテ 

ンツは、提供者、提供対象者、利用条件等を明示した上、その内容の客観性、正確性を確保 

しつつ、正しく、安全に利用されるよう細心の注意を払う。」ことを求めている。そして、以 

下のように全部で 21 項目にわたり、配慮すべき注意点を整理している。(図 26 参照) 

 

2.1 コンテンツの提供者に関する情報 

2.2 コンテンツの提供対象 

2.3 コンテンツの内容、利用法 

2.4 コンテンツの利用条件 

2.5 利用時の注意事項 

2.6 コンテンツの著作、制作、監修 

2.7 コンテンツの著作権 

2.8 コンテンツの客観性・正確性 

2.9 コンテンツの最新性 

2.10 医学情報 

2.11 医療の実績情報 

2.12 第三者機関の評価・認定情報 

2.13 第三者の評価・口コミ情報 

2.14 情報の参照元(ソース) 
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2.15 適切な表現 

2.16 コンテンツの提供法 

2.17 リンク、フレーム等 

2.18 利用者環境への配慮 

2.19 診断・治療の代替にならないことの告知 

2.20 専門家への相談 

2.21 関連法規の遵守 

 

 特に、最後の「関連法規の遵守」の項では、以下のように記されている。 

 

2.21.1 コンテンツやコンテンツの提供法に関し、関連する法令や規則、ガイドライ 

ン、通知等がある場合は、これを遵守する。 

 

2.21.2 インターネットで医療機関が提供する情報の内容と提供の仕方によっては、 

医療法における広告規制の対象となることから、厚生労働省が定める「医業若しくは 

歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための 

指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)」に留意する。 

 

 自医療機関のサイトに、JIMA指定のマークを掲示している 9 の医療機関については、サイ

トの運用基準であるeヘルス倫理コードに基づいたセルフアセスメント(自己評価)を行い、

JIMAによる審査で基準への準拠が認められると、JIMA指定のトラストマークをホームペー

ジに掲示できる仕組みになっていた(図 27 参照)。 
従って、マークを掲示したサイトは、医療広告ガイドラインを含む「関連法規の遵守」に

関して、対応がなされているものと解された。 
 

 次に、東京都のガイドラインと民間 NPO(JIMA)のガイドラインについて、運用主体、適用

対象、適用範囲、基準適合性を評価する仕組み、認定数等を対比した結果を図 28 に示す。 

これをみると、東京都のガイドラインは、医療機関を対象とし、適用の範囲は医療機関に

関する情報で、いわゆる「広報」として扱われるもの、すなわち医療機関が行う情報提供の

うち、広告及び義務化された院内掲示を除く「その他の情報提供」であるのに対し、民間 NPO

のガイドラインは、医療機関や医療・保健・福祉等に関連する情報やサービスを提供する公

的機関、民間の法人、団体、組織等を広く対象とし、適用の範囲も、コンテンツ(広告、広報

等を含む)、コミュニケーション、ケア、サービス、コマース、プライバシーの各領域にまた

がる情報・サービスの広い範囲をカバーしていた。 

また、基準への適合性を評価する仕組みについては、東京都のガイドラインが、評価の仕

組みがなく、自主的運用に委ねられているのに対し、民間NPOのガイドラインは、自己評価(セ

ルフアセスメント)に加えて第三者的に評価・審査する仕組みを持っていた。実際の基準適合

性の認定数については、東京都は認定の仕組みがないのに対し、民間NPOのガイドラインは認

定実績を有しながらも、その数は 13、うち医療機関は 9であった。なお、JIMAの認証マーク
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(JIMAトラストマーク)は、東京都の「インターネッと消費者取引」というページで他のマー

クとあわせて紹介されていた(図 29～図 30 参照)。 

 

 

D. 考察 

 

今回、(1)で調査を行った医療機能情報提供制度については、制度自身の実施・運用が平成

19 年度から始まったものであり、制度運用 2 年目の年初と中間、終わり頃の 3 回にわたる長

期の継続調査となった。平成 19 年度は最低限の基本情報でも可とされていたこと、またイン

ターネットを通じた情報提供も平成 20 年度中に行えばよいことになっていたので、一部自治

体では、インターネット公開のためのシステム構築が間に合わなかった等の理由もあり、紙媒

体の資料を県庁や保健所に置いただけというところもあるようだった。しかし、すでに平成

19 年度末の時点で詳細情報までインターネット公開ができていた自治体がある一方、平成 20

年度末のぎりぎりの期限に公開予定との県があるなど、制度への取り組み姿勢の差が目立った。 

また、途中段階での都道府県の担当部署への聞き取り調査から、情報公開までにいたった自

治体においても、すべての医療機関の掲載ができておらず、その理由として、対象の全医療機

関からの報告が完了できないことをあげていた。 

 新たな制度であるため、対応するシステムや提供される個々の機能に、都道府県によって違

いが見られたが、地図登録やかかりつけ医登録、携帯向けサービスなど、一見類似した機能や

サービスが提供されているようにも見えた。実施主体を都道府県としつつも、「本制度を実施

するに相応しい法人に委託することは差し支えない。」と業務の外部委託も認めていることか

ら、同じ業者によるシステム開発・運用の様子が推測された。印象として、既存の救急医療情

報システムをリニューアルしたところよりも、新規に開発・運用を始めたところにおいて、既

存のシステムに縛られない最新の利用技術を生かした機能サービスが提供できているように

思われた。 

 

情報へのアクセスビリティにおいては、都道府県のトップページから分かりやすいアイコン 

ですぐに該当情報の提供ページに入っていくことができるところもあれば、適切な案内がなく

サイト内検索でやっと探しあてることができるところもあるなど、アクセスビリティの良し悪

しの差も目立った。三重県は、既述のように県のトップページの上部のいちばん目に入りやす

い位置に、医療機能情報提供ページである「医療ネットみえ」へのリンクアイコンを設けてい

た。また、「ホームページ等を利用しているすべての人が、心身の条件や利用する環境に関係

なく、ホームページ等で提供されている情報や機能に支障なくアクセスし、利用できること。」

をねらいとした独自のウェブアクセシビリティガイドラインを作成、文字の大きさ変更、ふり

がな、読み上げ等ができるソフトもダウンロードできるようにするなど、県が直接運用するサ

イトでは細かな配慮を示しているが、こうした方針が委託事業者が提供していると思われる医

療機能情報提供サービスにも徹底されることが望ましいであろう。(図 31 参照) 

次に、ホームページを有する個別医療機関の URL 記載において、リンク設定がある場合とな

い場合があった。個別医療機関へのリンクを設けるかどうかは考え方の分かれるところであろ
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うが、最低年に一度の報告に基づく情報では情報の更新が間にあわず、利用者が古い情報を利

用してしまう恐れがあり、最新情報の確認手段を確保する意味からもリンクの設定は欠かせな

いのではないかと思われる。なお、リンクを設定する場合は、リンクで外部サイトに移動する

ことの適切なアナウンスやメッセージが必要であろう。本制度においては、医療機関自身も同

様の医療機能情報を院内またはインターネットで提供していくことを求められていることか

ら、両者のリンクは欠かせないものと思われる。 

また、今回調査したサイトの多くが、従来の救急医療情報システム等をベースにした運用を 

行っていて、新たに始まった医療機能情報提供制度の趣旨説明や案内が不十分に思われた。特

に、提供する医療機能情報の範囲は、制度で定められた一定の情報以外に自治体独自に追加し

てもいいことになっているが、一定の情報と追加の情報の区別はあってもいいのではないかと

思われた。 

 

 医療機関が報告する医療機能情報については、今後必要に応じ、国の検討会における審議等

を経た上で、段階的に項目を見直すものとする、とされている。 

特に、「制度発足時に対象とならなかった医療機関の治療結果等のアウトカム情報について 

は、各医療機関の特殊性や重症度の違い等による影響やその補正のための手法等、客観的評価

を可能とするための研究開発の促進のため、一定の病院について、提供する医療の実績情報に

関するデータを収集し、さらに、医療の質の向上、アウトカム情報の信頼性の向上を図るため

の取り組みを進め、公表可能な項目の追加を図っていく」とされていること、さらには、住民・

患者に対し、自分の住む地域の医療機能や医療機関の連携の状況を医療計画制度ともからめて

明示していくことが求められていることから、医療機能情報提供制度の「住民・患者に分かり

やすいかたちで提供する」という趣旨をよく踏まえた運用が求められる。住民への周知・広報

はこれからだと思われるが、実際の地域の利用者にモニターしてもらい、感想や意見を聞き出

す、あるいは第三者的にアセスメント(評価)していく仕組みの導入などの検討も必要になって

こよう。 

 

今後、本格的な運用に入っていくにつれ、いろいろな課題が出てくることが予想されるが、

現時点では、総じて以下にあげられるような点に留意していく必要があると思われる。 

 

・住民にまだなじみのない医療機能情報提供制度の趣旨そのものをわかりやすく説明する。 

・提供される情報は住民の健康や生活に密接した情報で、緊急性の高い情報への入口にもな 

るため、都道府県のトップページから目につきやすいリンクで案内する。 

・インターネットが不慣れな人もアクセスすることを前提に、提供される情報やサービスの利

用法を案内する。 

・情報の検索方法において、医療機関名、地域・自宅住所、診療科目、病名、キーワードから

の検索など、多様な方法があるが、迷わず、スムーズに目的の情報を探しあてることができる

使いやすいシステムであることが望まれる。 

・提供される情報は多様かつ専門的で、一般には理解が難しい用語やことば使いがあるため、

必要に応じた解説等を行う。 
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・見やすいページデザインやレイアウト、文字の大きさ、ハンディの有無等の利用者環境に応

じた配慮をする。 

・自宅地点登録の機能の利用等において、利用者が個人情報あるいは個人情報に近いデータを

提供することになる場合、事前に利用者に注意事項を促すような、プライバシー、セキュリテ

ィに配慮したポリシーの運用が求められる。 

 

(2)の医療計画については、平成 18 年の医療制度改革の時に、さまざまな議論がなされ、新

たな医療計画の見直しの方向性、医療計画を通じた国と都道府県の役割の見直し、新しい医療

計画の実施にいたるスケジュール、全国で把握すべき指標等が示されていた。医療制度改革の

基本理念である「患者本位の医療サービスの基盤づくり」をめざし、住民・患者にわかりやす

い保健医療提供体制の構築のための医療計画の見直しであることが明示された。具体的には、

「自分が住んでいる地域の医療機関で現在どのような診療が行われており、自分が病気になっ

たときにどのような治療が受けられ、どのように日常生活の復帰できるのか、地域の保健医療

提供体制の現在の姿はどうなっており、将来の姿はどう変わるのか、変わるためには具体的に

どのような改善策が必要かということを、都道府県が作成する医療計画において、住民・患者

の視点に立って分かりやすく示す。」こととなっていた。(参照 URL 厚生労働省「新しい医療

計画の作成に向けた都道府県と国の懇談会(第 1回)」 

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/09/s0909-3.html)  

 第5次医療法改正で、この方向性は明文化され、都道府県が平成20年4月からの実施に向け医

療計画を見直すに当たり、「国民の医療に対する安心、信頼の確保を目指し、医療計画制度の

中で医療機能の分化・連携を推進することを通じて、地域において切れ目のない医療の提供を

実現することにより、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るための基本的

な事項を示す」との基本方針のもと、医療計画作成指針を作成、モデル医療計画や、計画記載

事項が具体的に示された。 

 そこでは、医療計画は5年間を目途として、4疾病及び5事業等についての数値目標を定め、

少なくとも5年ごとに数値目標の達成状況について評価等を実施する。この４疾病及び５事業

については、それぞれの医療機能を踏まえ、業務の連携体制を構築し、医療計画に明示する。

その際の情報については患者や住民にも分かりやすく情報提供していく、とされている。ここ

で「医療機能情報の提供」ということばで表現されていることから、都道府県の医療機能情報

の提供ページにおいて、医療計画に関する情報も直接あるいは関連情報として提供していくべ

きものと解釈できる。 

本研究では、この医療計画の見直しの期限とされる平成20年度1月の途中段階で調査を行っ

たため、全都道府県中、医療機能情報のページから医療計画のページへのリンク案内等を設け

るかたちで医療計画に関する情報を提供している自治体は8都県、また疾病・事業ごとの医療

機能を担う医療機関に関する情報提供を行っているのは7都県しか確認できなかったが、医療

機能情報とのリンクはなしに、別途提供している場合もあるようで、今回はそのようなケース

はカウントしていない。 
 

 こうした中で、埼玉県、東京都、神奈川県の取り組みの速さや、情報の提供方法の工夫が注
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目された。たまたま大都市圏を有する自治体が先行していたが、他の都市圏がそうとは限らな

いことから、単純に都市・地方間の差があるとは思われなかった。また、疾病・事業ごとの医

療計画については、情報提供できる疾病・事業の範囲が自治体によって差があったが、これも

医療計画の作成が一律・同時に進まないことが理由だと思われた。 

 細かくみると、埼玉、東京、神奈川の3都県の中でも、埼玉と神奈川は医療計画にあげられ

た医療機関名から当該医療機関の医療機能情報へのリンクがあったのに対し、東京都にはリン

クはなかった。医療計画制度と医療機能情報提供制度の関連性から、また住民へのわかりやす

い情報提供という点から、双方の情報をつなぐリンクは欠かせないのではないかと思われる。 
 総じて、この3都県の中で、神奈川県のページがよく工夫されていると思われた。前述によ

うに、神奈川県保健医療計画の案内ページで、医療計画の全文を示すとともに、神奈川県保健

医療計画医療機関情報のページにリンク、リンク先の神奈川県保健医療計画・医療連携体制メ

ニューのページでは、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、救急、小児救急、周産期救急、

災害時医療救護、その他(緩和ケア病棟を有する医療機関、地域医療支援、難病治療研究セン

ター、感染症指定医療機関、エイズ治療拠点病院等10種類)の各連携体制を図で示し、該当す

る医療機関が疾患・事業ごとに参照できるようになっていた。たとえば、脳卒中の急性期医療

を担う医療機関では、集中治療室を有する医療機関、頚部動脈血栓内膜剥離術を行う医療機関、

選択的脳血栓・塞栓溶解術を行う医療機関、抗血栓療法を行う医療機関等9種類の治療法を行

う医療機関の検索ができるが、選択的脳血栓・塞栓溶解術を行う医療機関では、24時間対応

のところとそうでないところが絞込み検索できるようになっていた。そして、医療機関名から

は当該医療機関の医療機能情報のページに飛んで、そこの「対応する疾患及び治療」の項目で、

特定の術法の対応の有無と前年度の手術実績数が開示されている、という具合であった(図5
～図11参照)。 
 
 このように、医療計画については、改正医療法が定める当初の医療計画制度のスケジュール

から、平成20年度末に向けて提供開始、または医療機能情報とのリンクを行っていくものと

思われるので、その実施状況を見守っていく必要がある。なお、医療計画については、医療機

能情報提供制度ほど情報の提供方法に規定はなく、自治体の考え方に委ねられているようであ

るため、提供される情報の範囲や提供方法に差が出てくる可能性がある。住民・患者等の立場

からみて、どんな情報が求められるのか、提供法も含めて検討していく必要があるだろう。 
 

 

(3)の医療広告及びインターネット上の情報については、今回の調査では、検索エンジンと

して Yahoo! Japan を選んだが、他の一般的によく利用されている Google や MSN においても、

医療広告とみなされるスペースに不適切な表現が現れることは同様であった。 

 

厚生労働省の医療広告ガイドラインにおいて以下のような記述の部分がある。 
 

４ 医療に関する広告規制の対象者 

（１）医療に関する広告規制の対象者 
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法第６条の５第１項において「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して

は、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを

広告してはならない。」とあるように、医師若しくは歯科医師又は病院等の医療機関だけ

ではなく、マスコミ、広告代理店、患者又は一般人等、何人も広告規制の対象とされるも

のである。また、日本国内向けの広告であれば、外国人や海外の事業者等による広告（海

外から発送されるダイレクトメールやＥメール等）も規制の対象である。 

（２）広告媒体との関係 

広告依頼者から依頼を受けて、広告を企画・制作する広告代理店や広告を掲載する新聞、

雑誌、テレビ、出版等の業務に携わる者は、依頼を受けて広告依頼者の責任により作成又

は作成された広告を掲載、放送等するにあたっては、当該広告の内容が虚偽誇大なもの等、

法や本指針に違反する内容となっていないか十分留意する必要があり、違反等があった場

合には、広告依頼者とともに法や本指針による指導等の対象となり得るものである。 

 
ここに示されているように、医療に関する広告に関しては、情報提供者である医療機関だけ

でなく、広告の企画・制作、掲載等の関連する業務に携わる者も、共同の責任を有すると記さ

れていることに留意しておく必要がある。このような規定があるにもかかわらず、インターネ

ットの現状は今回の調査結果のとおりであったことから、当事者および関係者に、これらの規

定がまだ認識されていないことが推測される。 

今回の広告規制の緩和・見直しは、広告やインターネットでの広報も含めて、医療機関から

一般向けに情報発信しやすい法制度環境を整備することにより、患者・国民が自らに必要な医

療の選択をする際の情報支援を行うことに趣旨が置かれ、規制のあり方もこれまでの事前規制

から事後チェックの考え方に方向転換されている。問題が生じた場合の対応法についても、医

療広告ガイドラインの＜第5 相談・指導等の方法について＞の中で、制度の改正により広告

を行う医療機関や広告代理店等からの相談及び広告の受け手である患者や住民からの苦情相

談等がこれまで以上に寄せられることが予想される。住民からの苦情を受けるための担当係を

決め、苦情相談窓口を明確化する必要がある。その「具体的な窓口としては、医療安全支援セ

ンターや保健所の医療法担当部署等が想定されるが、各都道府県、保健所設置市又は特別区の

判断により、適切な苦情相談の体制を確保し、当該苦情相談の窓口の連絡先については、自治

体のホームページや広報誌等を通じて住民に周知するべきである。」とし、また、広告指導の

体制及び手順についても、「医療に関する広告に対する指導等の措置は、各都道府県、保健所

設置市又は特別区において、個別の事例に応じてその実状を踏まえつつ、効果的かつ柔軟に対

応すべきものであるが、医療に関する法律及び病院、診療所又は助産所の管理について相当の

知識が求められることから、医療監視員の知見を活用して、適切な体制を作る必要がある。」

と記されている。 
 また、広告違反の場合の指導及び措置についても、行政指導、報告命令又は立入検査（法第

6条の8第1項関係）、中止命令又は是正命令（法第6条の8第1項関係）、告発、開設許可の取り

消し・閉鎖命令等の行政処分（法第28条、第29条関係）、公表の基本的な手順に則り、各都道

府県等が個別の事例に応じて、効果的かつ柔軟に対応すべき、とされている。 

 特に、インターネットにおいては、違反が疑われる場合を発見しても、どこが苦情相談窓口
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になるのか、誰が報告・通報すべきなのか明解にされていないため、長い間問題が放置される

という事態が予想されるが、利用者の安全確保の意味からも、こうしたケースへの対応策が求

められる。広告規制の見直しの段階で、「広告規制に係る事後チェック機能の概要」が示され

ていたが、この事後チェック機能が適切に働いているかの評価も必要であろう。(図 32 参照) 

 

 さらに、インターネット上の情報に関し、特に広告とみるか広報とみるかの観点で、今回の

調査においても、以下のような疑問が出てきた。 

・広告とされるリンク先のページで提供される情報そのものは、広告規制の対象とならない

と解釈できるが、実態としては、リンク先のページの内容を医療広告ガイドラインの観点から

みると問題を感じる場合が少なくない。この場合でも、広報扱いで規制対象外とできるのか。 

・医療広告の 3 要件（誘因性、特定性、認知性）の考え方が、医療広告ガイドラインの 3

頁にも記されているが、今のインターネットの普及度や提供される情報の内容からすれば、す

でにこの 3要件を満たしていると考えられる(広告として扱うべき)のではないか。 

 

 インターネット上の医療情報については、医療機能情報提供制度や医療広告ガイドラインを

検討してきた厚生労働省の「医療情報の提供のあり方に関する検討会」でも、幾度が議論に上

げられつつも、広報に関わる部分は検討の対象外として扱われてきた。また、社会保障審議会

医療部会が、「患者の視点に立った、患者のための医療提供体制の改革を基本的な考え方とす

べき」との認識のもと、医療提供体制の改革について議論を重ね、平成 17 年 12 月 8 日にとり

まとめた「医療提供体制に関する意見」の中で、医療機関に関する情報提供の推進策に関し、

「医療機関による自主的・自立的な取組により、インターネットを含む広報により提供される

医療情報の信頼性を確保するという基本的な考え方に基づき、厚生労働省の一定の関与の下で

ガイドラインを作成し、その普及を図る。」としているが(図 33 参照)、平成 21 年 2 月現在、

まだそのようなガイドラインが作成される動きは確認されていない。 

いっぽう、平成 14 年 12 月 26 日に発表された、厚生労働省「インターネット等による医療

情報に関する検討会」報告書では、者患・国民に医療情報を提供していく媒体としてインター 

ネットは有用であり、情報の提供法として、自治体等の公的機関からは客観性のある情報を、

医療機関を含む民間からは利用者のニーズに応じた多様な情報を提供していく。その際には、

民間ガイドライン等、情報の信頼性を確保する仕組みを活用していく、として、第三者機関の

評価、苦情受け付けの仕組みの必要性にもふれている。インターネット上の情報は、原則、広

報として扱い、医療法の広告規制の対象としない、という捉え方は、この時できあがったもの

と考えられるが、以来、数年が経過して、インターネットは日常生活において通常の情報取得

手段の一つになっている状況を認識する必要があるだろう。 

上記検討会における、情報の信頼性を確保する仕組みとしてのガイドラインが実際に機能し

ているかどうかについて考察を行うため、今回は東京都の広報のガイドラインと民間 NPO のガ

イドラインをとりあげ比較した。東京都のガイドラインについてはその実効性・効果を評価す

る手段がなかったが、医療法の広告規制制度の改正を反映したバージョンになっていないこと、

また、今回の調査でインターネットで広告違反が疑われる事例が多数見られたことから、自治

体ガイドラインによる自律性が機能しているとは思われなかった。また、民間で自主的に取り
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組む NPO のガイドラインについても、自主的基準を導入・運用している医療機関の数が少ない

という状況から、十分機能しているとは思われなかった。 

 これらから、インターネット上の医療情報については、インターネット上では広告か広報か

の見分けが難しくなってきていること、多様な主体から発信・提供される情報の量が圧倒的に

増えてきていること、その中には利用者にとって必ずしも有用とは限らない情報や有害情報が

含まれていてもその判別が難しい、等の現状を踏まえた、さらなる議論や制度見直しに向けた

検討が必要になってきていると思われる。その際には、従来の媒体の区別だけにとどまらない、

情報提供の対象や意図、また情報の中身(コンテンツ)の性質等をもとにした捉え方も必要にな

ってくるであろう。 

 
 今回の調査で、国の医療制度改革の基本方針を受けての「医療情報の提供による適切な医療

の選択の支援」という行動目標は、制度的バックアップを得て、趣旨どおりに展開実施される

ならば、患者・国民に少なからずメリットをもたらすものと思われるが、実際の制度運用は自

治体にまかされているようであり、考え方や取り組み姿勢の差が、医療機能情報のページや運

用法の違いになってあらわれているようにうかがえた。 

 

 医療や福祉は地域社会の住民と医療機関、行政がいっしょになって築きあげていくものであ

り、現在、医療の提供体制の再構築が求められている折から、このたび始まった医療機能情報

提供制度や医療計画制度は、情報やデータの共有を通じて、これらを身近なものとして捉える

機会を提供してくれるものと考えられる。今後の制度運用にあたっては、各制度の趣旨を踏ま

え、特に情報の提供方法において、患者・住民が求める情報をわかりやすく提供していく、情

報へのアクセスビリティや情報の質の担保といった点にも留意しつつ、より有用性の高い情報

やサービスの提供が可能となるような制度運用の方向付けが重要になってくるであろう。 

特に、医療機能情報提供制度により都道府県が収集した医療機能情報は、国が医療機能情報

集約システムを使ってデータベース化され、医師確保対策等の総合的な政策の立案に活用する

とされているが(図 34 参照)、患者・住民にとっては、地域内だけでなく、都道府県ごとに情

報を比較したり、さらに全国規模でのデータの集計や分析を通じて、より大きな視点から地域

で有する課題や問題に目を向けていく際の重要な情報源にもなることを踏まえておく必要が

あるだろう。 

 

患者主体の医療の実現をめざしてつくられたこれらの制度の運用を行政任せにせず、患者・

住民が自らに関係する事柄として見守り、評価し、生じた課題や問題に一緒に対処していくと

いう姿勢が今後必要になってくると思われる。 

さらには、インターネットがここまで普及してきた今日において、利用者の安心と安全を確

保していくため、医療機関等から提供される情報の質や信頼性を担保する仕組みや制度見直し

等の検討・対策が望まれる。 

 

 

 

 22



  

 
 

 
 
 
 
 
 

 23



  

 

 

 
 
 
 
 

 24



  

 

 
 
 
 
 
 
 

 25



  

 

 
 
 
 
 

 26



  

 

 
 
 

 27



  

 

 
 
 
 

 28



  

 

 

 29



  

 

 30



  

 

 31



  

 

 32



  

 

 33



  

 

 

 34



  

 

 

 35



  

 

 36



  

 

 37



  

 

 38



  

 

 39



  

 
 

 

 40



  

 
図 1：医療制度改革における患者視点の医療の実現 
 

 
 

                 厚生労働省「平成 18 年度医療制度改革関連資料」より 
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図 2：医療機能情報公表制度(当初の名称)の創設 

 
厚生労働省「医療情報の提供のあり方等に関する検討会」資料 

 
図 3：広告規制の見直しによる広告可能な事項の拡大 

    
厚生労働省「医療情報の提供のあり方等に関する検討会」資料 
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図 4：三重県のトップページから「医療ネットみえ」に直接リンク 
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  図 5：神奈川県保健医療計画の広報ページ(1) 
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図 6：神奈川県保健医療計画の広報ページ(2) 
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図 7：神奈川県保健医療計画における医療連携体制情報メニュー 
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  図 8：神奈川県保健医療計画における 脳卒中の「急性期医療」を担う医療機関情報 

 

 
  
 図 9：神奈川県保健医療計画における 脳卒中の特定術法を行う医療機関情報 
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図 10：神奈川県保健医療計画のページからリンクされた医療機能情報の例 
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図 11：神奈川県保健医療計画における 脳卒中の医療機能の連携体制 

 
 

 
 

図 12～23： 略 
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図 24：東京都の「広報のガイドライ」における広告、広報の区別 

 

 
図 25：東京都の「広報のガイドライン」の対象となる医療情報 
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図 26： NPO 法人日本インターネット医療協議会「eヘルス倫理コード 2.0」の 

「コンテンツ」の項における自主的基準 
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図 27：JIMA トラストマークを掲示した医療機関ホームページ 
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図 28：東京都ガイドラインと民間 NPO のガイドラインの対比 
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図 29：東京都の消費者向けページでの各種マークの案内(1) 
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図 30：東京都の消費者向けページでの各種マークの案内(2) 
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図 31：三重県のウェブアクセシビリティガイドライン 
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図 32：医療の広告規制に係る事後チェック機能 

 

厚生労働省「医療情報の提供のあり方に関する検討会」資料 

 
図 33：インターネットによる情報提供への対応 
 

 
厚生労働省「医療情報の提供のあり方に関する検討会」資料 
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図 34：医療機能情報の集約化 
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